
参 考 資 料
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慢性期機能および在宅医療等の需要の将来推計の考え方について

○ 慢性期機能の医療需要及び在宅医療等※の患者数の推計は、以下の考え方に基づき実施する。
※ 在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療
養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指し、現在の療養病床以外でも対応可能な患者の受
け皿となることも想定。

① 一般病床の障害者数・難病患者数（障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院基本料及び特殊疾患入院医療管理料を算定してい
る患者数）については、慢性期機能の医療需要として推計する。

② 療養病床の入院患者数については、医療資源投入量とは別に、以下の考え方で慢性期機能及び在宅医療等の医療需要を推計する。
・ 医療区分１の患者数の70％は、将来時点で在宅医療等で対応する患者数として推計する。
・ その他の入院患者数については、入院受療率の地域差があることを踏まえ、これを解消していくことで、将来時点の慢性期・在
宅医療等の医療需要としてそれぞれを推計する。（療養病床で回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者数は、回
復期の医療需要とする。）

③ 一般病床でC３基準未満の医療資源投入量の患者数については、慢性期・在宅医療等の医療需要として推計する。
④ 訪問診療を受けている患者数（在宅患者訪問診療料を算定している患者数）については、在宅医療等の医療需要に含めて推計する。
⑤ 老健施設の入所者数（介護老人保健施設の施設サービス受給者数）については、在宅医療等の医療需要に含めて推計する。

⑤現時点
の老健施
設の入所
者数

【
現

状
】

①障害者・
難病患者
数

③一般病床
でC3基準未
満の患者数

④現時点で訪問診療
を受けている患者数

【
将

来
】

慢性期機能 及び 在宅医療等回復期
機能

②療養病床の
入院患者数

地域差
の解消

医療区
分１の
70％

回復期
リハ病
棟の患
者数

※ このイメージ図では将来の人口構成の変化を考慮していない。実際には地域における将来の人口構成によって幅の変化が起こる。

慢性期機能及び在宅医療等の医療需要のイメージ図※
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地域の実情に応じた慢性期機能及び在宅医療等の需要推計の考え方

○ 慢性期機能の医療需要については、医療機能の分化・連携により、現在では療養病床で入院している状態の患者数のうち
一定数は、２０２５年には、在宅医療等※で対応するものとして推計する。

※ 在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、
その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される
医療を指し、現在の療養病床以外でも対応可能な患者の受け皿となることも想定。

○ その際、療養病床については、現在、報酬が包括算定であるので、行われた診療行為が分からず、医療資源投入量に基づく
分析ができない。また、地域によって、療養病床数や在宅医療の充実、介護施設の整備状況等は異なっている。

○ よって、医療資源投入量とは別に、地域が、療養病床の患者を、どの程度、慢性期機能の病床で対応するか、在宅医療・介
護施設で対応するかについて、目標を定めることとして、患者数を推計する。
その際、現在、療養病床の入院受療率に地域差があることを踏まえ、この地域差を一定の目標まで縮小していくこととする。

○ また、介護施設や高齢者住宅を含めた受け皿となる医療・介護等での対応が着実に進められるよう、一定の要件に該当する
地域については配慮を行う。

現在

２０２５年

最小
（構想区域）

最大
（構想区域）

入院受療率

最小（県）

全ての構想区域が
全国最小値（県単位）まで入院
受療率を低下する。

構想区域ごとに入院受療率と全国最小値(県単
位）との差を一定割合解消させることとするが、
その割合については全国最大値（県単位）が全
国中央値（県単位）にまで低下する割合を一律
に用いる。

中央値（県）

現在

２０２５年

最小
（構想区域）

最大
（構想区域）

入院受療率

最小（県）

最小
（県）

最大
（県）

パターンA

※ただし、受療率が全国最小値(県単位)未満の構想区域につい
ては、平成25年（2013年）の受療率を用いて推計することとする。

※ただし、受療率が全国最小値(県単位)未満の構想区域につい
ては、平成25年（2013年）の受療率を用いて推計することとす
る。

パターンB

【入院受療率の地域差の解消目標】
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2016年 2025年 2030年

地域の実情に配慮した慢性期病床の推計の特例について

（一定の地域は２０３０年に目標達成を延長可能）
○ 都道府県は、原則、パターンＡからＢの範囲内で入院受療率の目標を定めるが、以下の要件に該当する構想区域は、
その目標達成年次を2025年から2030年とすることができることとする。
その際、2025年においては、2030年から比例的に逆算した入院受療率を目標とし、当該目標と2030年の目標の両方を地域
医療構想に定めることとする。

【要件案】 以下の①かつ②に該当する構想区域
① 当該構想区域の慢性期病床の減少率が、全国中央値（３４％）よりも大きい
② 高齢者単身世帯割合が全国平均よりも大きい

※１ ２０３０年に延長した場合でも、２０２５年時点で、減少率が中央値の３４％を下回らないようにする。

※２ 高齢者単身世帯の割合と入院受療率との相関については、弱い相関が見られる。 （相関係数 0.62）

（地域医療構想策定後の目標修正について）
○ 一定の要件に該当する構想区域において、特別な事情により、慢性期病床の必要量の達成が著しく困難になった場合に
は、厚生労働大臣が認める方法により、入院受療率の目標を変更することができることとする。

一定の要件→ 全国中央値を超える減少率の都道府県の構想区域（中央値を超える減少率の構想区域に限る。）その他
これに類する構想区域

特別な事情→ やむを得ない事情に限定
厚生労働大臣が認める方法→ 全国中央値を下回らない範囲で、厚生労働省と協議して同意を得た方法

現状の受療率

調整案により
目標とする受療率

パターンＢ
上記要件に該当する地域は、目標達成年
次を2030年とすることができる。
その場合、2030年から比例的に逆算した
2025年の入院受療率の目標も地域医療構
想に定める。
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根拠法 ：高齢者の医療の確保に関する法律
作成主体 ：国、都道府県
計画期間 ：５年（第１期：平成20～24年度、第２期：平成25～29年度）
記載事項 ：①医療費の見込み（医療費目標）

②医療費適正化のための取組（可能はものは数値目標を設定）
※現在は、特定健診・保健指導実施率、平均在院日数の短縮目標を設定

○昨年の医療保険制度改正において以下の見直し
①都道府県が設定する医療費の見込みについて病床機能の分化及び連携の推進の成果を
踏まえた医療費目標とする

②都道府県の取組内容の見直し（後発医薬品の使用促進等を追加）
③上記を反映させた第３期計画（平成３０年度～３５年度）を都道府県が策定。
早期に計画を策定した都道府県は平成２９年度から前倒し実施

○国は、都道府県が平成２９年度から計画を前倒し実施することが可能となるよう、
基本方針（大臣告示）を策定

＜基本方針の主な内容＞
①都道府県が医療費目標を推計するための算定式（外来医療費・入院医療費）
②都道府県が推進する医療費適正化の取組（可能なものは数値目標化）

医療費適正化計画について 第10回社会保障ＷＧ（平成28年
4月8日）提出資料
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度～

医療計画

医療費適正
化計画

介護保険事
業（支援）
計画

第７次医療計画

○ このため、国においては、昨年度末に、医療費適正化基本方針（大臣告示）を策定したが、
入院医療費の算定式については、今後策定されてくる地域医療構想の内容も踏まえ、
本年夏頃を目途に基本方針の一部改正を行い、反映する。

○ また、外来医療費については、４月以降もさらなるデータ分析を行い、本年夏頃の基本方針の一部改正時に
医療費適正化の取組内容を充実させる。

○ 地域医療構想については、平成27年度中に１２府県が策定済み、平成28年度半ばまでに策定予定が３５都
道府県、平成28年度中に全都道府県が策定予定。（平成28年３月末現在）

地域医療構想と医療費適正化計画（スケジュール）

地域医療構想の策定状況地域医療構想の策定状況

（H30～H35）

地域医療構想の策定

地域医療構想を策定後、すみやかに策定 第３期期間

医療計画の策定

基
本
方
針

改
正

１２府県で策定 ３５都道府県で策定
全都道府県
で策定

（H30～H35）

医
療
費
適
正
化

基
本
方
針

※平成29年度から前倒し可能

第７期介護保険
事業（支援）計画
第７期介護保険
事業（支援）計画

（H30～H32）

基本指針
策定

基
本
指
針

策
定

第10回社会保障ＷＧ（平成28年
4月8日）提出資料
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医療費の適正化の取組医療費の適正化の取組

平成２５年度
実績推計

平成35年度
適正化前

【外来医療費】
○都道府県の医療費目標（平成35年度）は、過去のトレンド等を踏まえた平成３５年
度の医療費から、医療費適正化の取組の効果を反映した医療費目標とする。
効果の反映は２段階で行う。
＜第１段階＞
○都道府県に、平成35年度に向け、①特定健診・保健指導実施率の全国目標の達
成、②後発医薬品の使用割合の全国目標の達成に向けた取組を推進してもらう。
これらの全国目標が達成された場合の医療費の縮減額を反映
※特定健診実施率目標：７０％以上、特定保健指導実施率目標：４５％以上
後発医薬品の使用割合の目標：８０％以上

＜第２段階＞

○その上で、なお残る一人当たり医療費の地域差について、都道府県において、保
険者等とも連携しつつ、以下のような取組を推進し、地域差の縮減を目指す。

※国は、日本健康会議の取組等を通じて、都道府県・保険者の取組を支援。

【入院医療費】
○入院医療費については、病床機能の分化及び連携の推進の成果等を踏まえる。

※昨年度末に上記の内容を告示し、医療費目標の算定式は本年夏頃に告示。

過去の医療費の伸
び率や将来の人口
推計等を用いて推計

＜地域差の「見える化」＞

Ａ県 Ｂ県 Ｃ県

第１段階
第２段階

（糖尿病、７５歳以上）一人当たり外来医療費

平成35年度
適正化後

○国において、ＮＤＢ（ナショナル・データ・ベース）を用いた分析を行い、
・各都道府県の疾病別医療費の地域差（最大54疾病）
・後発医薬品の使用促進の地域差
・重複・多剤投薬の地域差など、「地域差の見える化」を行う。
○その結果について、都道府県の分析作業の参考としていただくため、
データセットとしてまとめ、都道府県に提供していく。

地域差の「見える化」地域差の「見える化」

＜外来医療費の目標＞

・予防接種の普及啓発
・重複投薬の是正 等

・民間事業者も活用したデータヘルスの推進
・ヘルスケアポイントの実施等健康づくりへの
インセンティブ対策の強化
・糖尿病重症化予防の推進
・栄養指導等のフレイル対策の推進

※このほか、都道府県の独自の取組
※今後のデータ分析の結果も踏まえ、
内容の充実があり得る

医療費適正化基本方針のポイント 第10回社会保障ＷＧ（平成28年
4月8日）提出資料
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患者のための薬局ビジョン推進事業患者のための薬局ビジョン推進事業

薬剤師・薬局による健康サポートの取組を
推進（モデル事業、基準作成等）

現 状

事業概要

事業イメージ案

２．患者のための薬局ビジョン実現のための
実態調査・ロードマップ検討事業
患者のための薬局ビジョン（「門前」から「かかりつ
け」へ）の実現のための具体的な施策を検討する上で参
考となるよう、薬局の実態（立地条件、店舗面積、開局
時間等）を調査し、ビジョン実現のためのロードマップ
や具体の施策を講じる上での留意点等を検討する。

１．患者のための薬局ビジョン実現

に資するテーマ別モデル事業

薬剤師・薬局の地域住民による主体的な健康の維持・増進の支援（健康サポート）を推進するため、平成26年度にモデル事業を実施し、平成27年度
には、平成26年度事業で把握した課題や好事例等を踏まえ、事業内容の充実・発展を図るとともに、健康サポート機能を有する薬局（健康サポート薬
局）の基準の作成等を行うなど継続的な取組を行ってきている。
今後、健康サポート薬局の推進・活用を図ることを含め、規模や立地条件等様々な薬局が全体として、健康サポートや地域包括ケアに貢献できるよう
にしていくことが必要であり、かかりつけ薬剤師・薬局機能を明確化し、将来に向けた薬局再編の姿を示す「患者のための薬局ビジョン」を平成27年10
月に策定。かかりつけ薬剤師のいる薬局としてかかりつけ薬局が機能するよう、ビジョンを実現するための具体的な施策を進めていく必要がある。

このため、平成２８年度においては、
１．患者のための薬局ビジョン実現に資するかかりつけ薬剤師・薬局機能の強化のため
のテーマ別のモデル事業

２．患者のための薬局ビジョン実現のための実態調査・ロードマップ検討事業
を実施することとする。

①地域全体のかかりつけ薬剤師・薬局機能強化のための連携推進事業
・地域全体のかかりつけ薬剤師・薬局機能の強化を図るため、その地域
の特性等に応じた地域の薬局同士の連携方策を検討・実施する。

②多職種連携による薬局の在宅医療サービスの推進事業
・かかりつけ医を中心に多職種連携を図りつつ、薬剤師が在宅訪問を必
要とする患者を把握し、在宅医療サービスを提供する取組を推進する。

③電子版お薬手帳を活用した地域の先進的な健康サポート推進事業
・様々な健康情報（食事・運動情報）などとリンクした電子版お薬手帳の
活用を地域の中で推進し、総合的な健康サポート機能の充実を図る。

④薬剤師・薬局によるアウトリーチ型健康サポート推進事業
・地域の多様な機関と連携し、薬局以外の場所でお薬・健康相談などを
実施し、薬剤師・薬局の機能強化を図る。

健康サポート薬局も含めた薬剤師・薬局全体のかかりつけ薬剤
師・薬局機能の強化に向けた患者のための薬局ビジョン実現の
ための事業（ テーマ別モデル、実態調査・ロードマップ検討事業）

メニュー事業

H28年度事業

次のステップ

H26・27年度事業

○○薬局

平成28年度予算： １８０百万円（新規）
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日 本 健 康 会 議
◆ 経済界・医療関係団体・自治体のリーダーが手を携え、健康寿命の延伸とともに医療費の適正化を図る
ことを目的として、自治体や企業、保険者における先進的な予防・健康づくりの取組を全国に広げるた
め、民間主導の活動体である「日本健康会議」を2015年７月10日に発足。

◆ 自治体や企業・保険者における先進的な取組を横展開するため、2020年までの数値目標（KPI）を入れた
「健康なまち・職場づくり宣言2020」を採択。

◆ この目標を着実に達成するため、
①取組ごとにワーキンググループを設置し、厚労省・経産省も協力して具体的な推進方策を検討し、
ボトルネックの解消や好事例の拡大を行う。
②「日本健康会議 ポータルサイト」を開設し、例えば、地域別や業界別などの形で取組状況を
「見える化」し、競争を促す。

日時：2015年7月10日（金）11:45－12:35
会場：ベルサール東京日本橋
人数：報道メディア、保険者、関係者など、計1,000名程度

(参考)第二部 先進事例の取組紹介（13:00－15:00）
・津下一代（あいち健康の森健康科学総合センター長）・西川太一郎（東京都荒川区長）・向井一誠（協会けんぽ広島支部長）
・谷村遵子（三菱電機健康保険組合）・南場智子（株式会社ディー・エヌ・エー 取締役会長）

１． 趣旨説明 日本商工会議所 （会頭 三村 明夫）
２． キーノートスピーチ 東北大学大学院

医学系研究科
（教授 辻 一郎 ）

３． メンバー紹介
４． ｢健康なまち・職場

づくり宣言２０２０｣
健康保険組合
連合会 （会長 大塚 陸毅）

５． 今後の活動について 日本医師会 （会長 横倉 義武）
６． 来賓挨拶 厚生労働省 （大臣 塩崎 恭久）

（総理挨拶） （官房副長官 加藤 勝信）
７． フォトセッション

日本健康会議の様子
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予防・健康づくりの推進

１．糖尿病性腎症重症化予防事業の推進

行政と医療関係者の連携の枠組みを構築
３月２４日 連携締結協定
４月２０日 重症化予防プログラム策定

→全国に取り組みを普及
（保険者インセンティブへの反映）

３．保険者のインセンティブ改革 ４．高齢者のフレイル対策の推進

２．民間事業者の活用推進等

【保険者インセンティブ】
２８年１月 共通的に取り組むべき指標を提示
→ 保険者種別ごとに、具体的評価指標の検討開始
２８・２９年度

インセンティブ改革を前倒し実施
３０年度

保険者努力支援制度の施行（国保）
支援金等への反映（被用者保険）

【個人インセンティブ】
５月１８日 ガイドラインを公表

保険者と民間事業者のマッチングを推進
27年12月 データヘルス見本市（37社、3000人参加）
28年1月 健康経営銘柄2016の選定（25社）

3月 「出張！データヘルス・予防サービス見本市」

4月～全国2～3カ所で「データヘルス見本市」

２７年度 後期高齢者の特性に応じた保健事業の在り
方について研究（厚生科学研究）

２８・２９年度 研究成果を踏まえたモデル事業実施
⇒効果検証を踏まえ、事業実施のガイドラインを作成

３０年度
事業の本格実施

「経済・財政再生計画改革工程表」の主なＫＰＩ

・800市町村、24広域連合で重症化予防を実施
・800市町村、600保険者でインセンティブを推進
・500社で健康経営、１万社で健康宣言を実施
・ヘルスケア事業者の数100社以上

・全ての保険者で①後発品医薬品の使用割合を高める取組、
②好事例を反映したデータヘルスの取組、③加入者の特性
に応じた指標による進捗管理、④ＩＣＴ等の活用による本人へ
の情報提供等を実施
・全ての広域連合でフレイル対策を実施
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国民健康保険において、
保険者努力支援制度の趣旨を現行制度に前倒しで反映
【平成30年度より本格実施】

国保・後期高齢者ヘルスサポート事業

平成27年度 平成28年度 平成29年度

ヘルスケアポイン
ト等情報提供WG

重症化予防WG

健康経営５００
WG・中小１万社
健康宣言WG

民間事業者活用WG

保険者における
後発医薬品推進WG

高齢者の特性を踏まえたモデル事業
（高齢者の低栄養防止・重症化予防等の推進事業）
【平成30年度より本格実施】

レセプト・健診情報等を活用したデータヘルスの推進事業

保険者
（3433）
全数調査

データヘルス・
予防サービス
見本市２０１５

12月開催

第２回
日本健康会議
（各ＷＧの
成果の発表）

7月25日

第１回
日本健康
会議

7月10日

【ICTの活用】
主な

データヘルス
関連事業 約800保険者（平成27年度実績）

日本健康会議

○全国２～３カ所で見本市を開催
→質の高いアウトソーシングの推進

○個人のインセンティブ推進のた
めのガイドラインの作成
（ヘルスケアポイントなど）

○プログラムに
基づく横展開

７月 １０月 ３月 ４月 ７月

【フレイル対策】

○インセンティブ改革の実施 ○保険者のインセンティブ推進のための
指標等の作成

2020年のＫＰＩ
達成に向けた
取組の推進

毎年５月頃に
実施状況把握
毎年７月に
状況公表

協定
締結

予防・健康づくり推進の当面のスケジュール
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